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嘉
吉
・
文
安
年
間
に
お
け
る
政
務
運
営
と
公
武
政
権

車 

谷　
　

 

航

キ
ー
ワ
ー
ド
：
伝
奏
／
中
山
定
親
／
後
花
園
天
皇
／
日
野
重
子
／
口
入

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
嘉
吉
・
文
安
年
間
（
一
四
四
一
〜
一
四
四
九
）
に
お
い
て
、
政
務
が
い
か
に
運
営
さ
れ
、
ま
た
意
思
の
合
意
や
決
定

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
公
武
間
交
渉
の
実
態
に
着
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
室
町
期
の
公
武
関
係
に
関
す
る
研
究
が
、
伝
奏
論
を
ひ
と
つ
の
軸
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

ろ
う
。）1
（

そ
の
う
え
で
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
政
治
過
程
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

伊
藤
喜
良
氏
は
、
伝
奏
奉
書
の
発
給
主
体
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
嘉
吉
の
乱
後
に
伝
奏
は
室
町
殿
と
距
離
を
お
い
た
と
し
、
ま
た
治
罰
の

綸
旨
の
発
給
過
程
の
分
析
と
あ
わ
せ
、
天
皇
権
威
の
浮
上
を
論
じ
た
。）2
（

こ
れ
に
対
し
て
、
富
田
正
弘
氏
は
、
義
教
時
代
に
は
室
町
殿
に
専

属
し
て
い
た
伝
奏
は
、
嘉
吉
の
乱
後
に
は
あ
く
ま
で
公
武
の
両
属
に
戻
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
す
る
。）3
（

富
田
氏
は
、
伝
奏
が
足
利
義
教

の
も
と
に
専
属
す
る
専
制
体
制
の
あ
り
方
こ
そ
異
例
だ
と
し
た
う
え
で
、
伝
奏
が
公
武
に
両
属
す
る
形
態
こ
そ
が
公
武
二
頭
・
融
合
政
治
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の
通
常
の
あ
り
方
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
富
田
氏
は
伝
奏
論
を
大
き
な
軸
と
し
た
室
町
期
の
政
治
史
像
を
提
示

し
、
公
武
統
一
政
権
論
と
し
て
体
系
化
し
た
。）4
（

以
降
、
そ
の
視
点
は
発
展
的
に
継
承
さ
れ
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
の
公
武
関
係

史
の
研
究
は
大
き
く
進
展
し
た
。
た
と
え
ば
、
伝
奏
の
展
開
過
程
の
分
析
か
ら
公
武
政
権
の
歴
史
的
展
開
を
論
じ
る
瀬
戸
薫
氏
）
5
（

・
家
永
遵

嗣
氏
）
6
（

・
上
嶋
康
裕
氏
）
7
（

の
研
究
や
、
伝
奏
に
限
定
せ
ず
室
町
殿
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
公
家
衆
に
焦
点
を
当
て
て
公
武
関
係
を
と
ら
え
な

お
そ
う
と
す
る
高
田
星
司
氏
）
8
（

・
瀧
澤
逸
也
氏
）
9
（

の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
伝
奏
奉
書
の
古
文
書
学
的
な
分
析
、
そ
し
て
伝
奏
の
動
向
や
室
町
殿
と
公
家
衆
と
の
関
係
を
分
析
対
象

と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
制
度
史
的
な
側
面
が
や
や
強
い
印
象
を
う
け
る
。
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
伝
奏
を
中
心
と
し
た

公
武
間
の
固
定
的
な
交
渉
シ
ス
テ
ム
は
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
実
際
の
生
き
た
交
渉
過
程
が
捨
象
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
点
で

あ
る
。
ま
た
、
天
皇
や
伝
奏
、
管
領
ら
の
個
性
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
公
武
間
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
交
渉
の
も

と
、
意
思
が
決
定
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
わ
か
ら
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
以
前
、
筆
者
は
嘉
吉
の
乱
後
の
政
治
過

程
の
再
検
討
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
み
え
て
き
た
の
は
、
赤
松
満
祐
追
討
や
室
町
殿
足
利
義
勝
の
代
始
儀
礼
を
つ
う
じ
て
、
公
武
が

一
体
と
な
っ
て
幼
少
の
室
町
殿
義
勝
の
も
と
で
「
上
意
」
を
再
建
し
よ
う
と
す
る
政
治
過
程
で
あ
っ
た
。）10
（

こ
こ
で
や
は
り
問
題
と
な
る
の

は
、
公
武
間
で
政
務
運
営
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
、
と
く
に
意
思
決
定
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
に
取
り
組
む
う
え
で
、
注
目
し
た
い
の
が
、
中
世
前
期
の
公
武
関
係
論
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
川
合
康
氏
の
研
究
で

あ
る
。）11
（

こ
こ
で
は
、
後
白
河
院
政
に
お
け
る
権
門
間
の
交
渉
を
分
析
す
る
な
か
で
、
当
時
の
国
政
運
営
の
実
態
を
炙
り
だ
し
て
い
る
。
と

く
に
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
十
月
の
源
頼
朝
追
討
の
宣
旨
発
給
を
め
ぐ
る
院
伝
奏
高
階
泰
経
（
大
蔵
卿
）
を
介
し
た
後
白
河
院
と
九

条
兼
実
と
の
生
々
し
い
交
渉
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
意
思
決
定
の
あ
り
方
を
克
明
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
分
析
視
角
は
、
室
町
期
の
公
武
関
係
論
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
高
橋
典
幸
氏
の
研
究
で
あ
る
。）12
（

高
橋
氏
は
、
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「
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
」
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
る
存
在
や
そ
の
動
き
に
注
目
し
、「
朝
廷
・
幕
府
を
横
断
す
る
政
治
勢
力
」
こ
そ
が
鎌

倉
期
の
政
治
の
原
動
力
と
指
摘
し
、
鎌
倉
期
の
朝
幕
関
係
を
再
検
討
し
て
い
る
。
多
様
な
公
武
間
交
渉
の
あ
り
方
を
示
す
視
点
は
、
本
稿

で
も
継
承
し
た
い
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
室
町
期
の
交
渉
ル
ー
ト
の
存
在
を
う
け
つ
つ
、
中
世
前
期
に
お
け
る
公
武

関
係
論
の
視
点
に
も
学
び
な
が
ら
、
公
武
間
交
渉
の
事
例
分
析
を
お
こ
な
い
、
嘉
吉
の
乱
後
の
政
務
運
営
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

た
い
。
そ
こ
で
は
、
天
皇
や
伝
奏
、
管
領
の
個
性
に
も
注
目
し
、
当
該
期
の
政
務
運
営
に
お
け
る
ひ
ず
み
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
る
。

第
一
章　

公
武
間
交
渉
の
模
索

（
一
）　

公
武
政
権
の
理
念

嘉
吉
の
乱
後
、
公
武
間
交
渉
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
る
。
本
章
で
は
、
そ
の
過
程
を
み
て
い
き
た
い
が
、
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
し
て
、

公
武
政
権
の
あ
る
べ
き
理
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
十
月
、
三
宝
院
義
賢
が
播
磨
に
お
け
る
山
名
氏
の
違
乱
停
止
に
か
ん
す
る
勅
定
を
管
領
細
川
持
之
に
伝
達
し

な
か
っ
た
こ
と
が
政
治
問
題
と
な
っ
た
。
万
里
小
路
時
房
は
、「
諸
守
護
不
二
叙
用
一
者
、
無
力
之
次
第
也
、
乍
レ
知
二
違
乱
一
、
不
レ
被
二
仰

出
一
者
、
其
責
可
レ
帰
二
一
人
一
歟
、
為
二　

公
家
一
為
二
武
家
一
可〻可
レ
被〻被
二
仰
出
一
之
条
可
レ
宜
歟
、
抑
留
之
条
更
不
二
甘
心
一
事
也
」
と
批
判
を

展
開
す
る
。）13
（

そ
し
て
、
時
房
は
義
賢
に
速
や
か
に
勅
定
を
管
領
に
伝
達
す
べ
き
こ
と
を
申
し
入
れ
、「
而
臨
二
此
時
節
一
、
不
レ
被
レ
加
二
御

下
知
一
者
、
奉
‐
二
為
室（
足
利
義
勝
）

町
殿
一
不
レ
可
レ
然
歟
、
自
二　

公
家
一
又
無
二　

勅
定
一
者
、
是
又
不
レ
可
レ
然
歟
、
不
レ
被
レ
置
二
其
法
一
而
有
二
濫
吹
一
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者
、
其
責
可
レ
帰
二
一
人
一
之
条
無
レ
疑
、
然
者
、
奉
‐
二
為　

公
家
・
武
家
一
、
冥
慮
難
レ
測
歟
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。）14
（

こ
こ
で
時
房
は
、

室
町
殿
の
下
知
が
な
さ
れ
ず
、
ま
た
公
家
よ
り
勅
定
も
だ
さ
れ
な
い
な
ど
何
も
対
策
を
講
じ
ず
に
乱
れ
れ
ば
、
そ
の
責
め
は
「
一
人
」
に

及
ぶ
こ
と
と
な
り
、
そ
う
す
れ
ば
公
家
・
武
家
の
た
め
「
冥
慮
」
は
測
り
が
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
時
房
の
な
か
で
一
貫
し
て
い
る
の

は
、
責
め
が
「
一
人
」
に
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
武
家
・
公
家
の
双
方
に
よ
る
政
務
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
点
で
あ

る
。
桜
井
英
治
氏
は
、
そ
の
責
め
を
負
う
べ
き
「
一
人
」
を
「
足
利
義
勝
で
あ
り
、
同
時
に
後
花
園
天
皇
で
も
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

「
時
房
の
政
道
論
に
は
公
武
の
一
体
化
と
い
う
権
力
構
造
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
」
と
的
確
に
述
べ
て
い
る
。）15
（

そ
れ

は
時
房
自
身
が
、「
時
房
事
、
生
‐
二
得
公
家
一
之
器
也
、
朝
家
御
事
不
レ
奉
レ
崇
者
、
冥
慮
不
レ
可
レ
然
、
武
家
御
事
又
存
二
不
忠
一
者
、
不
レ

可
レ
有
二
冥
加
一
也
」
と
述
べ
て
、）16
（

公
武
双
方
へ
の
忠
節
を
誓
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
桜
井
氏
の
評
価
に
は
異
論
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
疑
問
な
の
は
、
責
め
を
負
う
べ
き
「
一
人
」
と
は
、
後
花
園
と
義
勝
を
同

時
に
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
時
房
の
政
道
論
に
は
、
具
体
的
に
は
「
公
家
」「
武
家
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
人

格
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
公
武
統
一
の
理
念
を
読
み
取
る
べ
き
と
は
い
え
、
そ
れ
は
「
一
人
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
の
「
一
人
」
と
は
、
単
な
る
員
数
で
は
な
く
特
定
の
人
物
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
終
的
に
「
一
人
」
に
責

め
が
及
ん
だ
結
果
、
公
家
や
武
家
の
「
冥
慮
」
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
一
人
」
と
は
公
家
・
武
家
の
さ
ら
に
上
位
に
位
置
づ
く

存
在
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
「
一
人
」
と
は
、「
い
ち
じ
ん
」
と
読
ん
で
、
あ
く
ま
で
天
皇
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。）17
（

た
だ
し
、
こ
こ
で
「
一
人
」
を
天
皇
と
解
釈
し
た
場
合
、
そ
れ
は
後
花
園
天
皇
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
先
に
引
用
し

た
『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
十
月
十
二
日
条
で
、「
自
二　

公
家
一
又
無
二
勅
定
一
者
」
と
時
房
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
公
家
」

は
後
花
園
天
皇
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
時
房
が
い
う
「
一
人
」
を
天
皇
と
し
た
場
合
、「
公
家
」
と
の

4
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関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
新
田
一
郎
氏
）
18
（

や
川
合
康
氏
）
19
（

の
室
町
期
の
国
制
を
め

ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
新
田
氏
は
、
ま
ず
足
利
義
満
の
「
王
権
簒
奪
」
に
検
討
を
加
え
、「「
天
皇
家
の
危
機
」
で
は
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な

い
が
「
天
皇
制0

の
危
機
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
た
う
え
で
、
義
満
の
政
権
を
「
秩
序
の
抽
象
化
の
帰
結
」
と
評
価

し
、
そ
の
政
権
が
「
構
造
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

「
天
皇
制
」
の
強
固
な
確
立
・
存
続
へ
向
け
て
作
用
し
た
重
要
な
因
子
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
」（
傍

点
は
新
田
氏
）
と
総
括
す
る
の
で
あ
る
。）20
（

こ
の
議
論
を
う
け
て
川
合
氏
は
、
室
町
殿
と
い
う
「
実
質
的
な
政
権
の
首
長
と
し
て
の
地
位
」

が
、
天
皇
に
よ
る
征
夷
大
将
軍
補
任
と
不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、「
天
皇
―
将
軍
の
関
係
を
き
わ
め
て
固
定
的
に
と
ら
え
る
秩

序
意
識
」
が
公
武
全
体
に
浸
透
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。）21
（

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
新
田
氏
・
川
合
氏
が
と
も
に
想
定
す
る
天
皇
は
、
生

身
の
天
皇
（
家
）
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
新
田
氏
が
「
構
造
と
し
て
の
「
天
皇
制
」」
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
国
制
の
秩

序
と
し
て
の
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
時
房
の
政
道
論
に
戻
れ
ば
、
あ
く
ま
で
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
一
人
」
と

は
、
生
身
の
天
皇
（
後
花
園
天
皇
）
で
は
な
く
観
念
的
な
存
在
と
し
て
の
「
天
皇
（
制
）」
で
あ
っ
て
、
当
該
期
の
国
制
秩
序
の
根
幹
と

と
ら
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
失
政
の
責
め
が
国
制
秩
序
の
根
幹
と
し
て
の
「
一
人
＝
天
皇
（
制
）」
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
え
ば
、

公
家
（
後
花
園
天
皇
）
も
武
家
（
足
利
義
勝
）
も
共
倒
れ
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、「
一
人
」
の
秩
序
の
も
と
、
公
家
・
武
家
と
も
に
そ

れ
ぞ
れ
勅
定
や
下
知
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
の
公
武
一
体
化
の
理
念
を
こ
こ
か
ら
み
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
問
題
と
な
る
の
は
、
公
武
間
交
渉
の
あ
り
方
で
あ
る
。
万
里
小
路
時
房
は
、「
公
武
之
間
媒
介
事
者
、
依
二
題
目
一
依〻可
レ
被
二

仰
出
一
歟
」
と
し
た
う
え
で
、「
一
切
大
小
之
万
事
、
彼
門
跡
許
可
二
申
次
一
ト
ハ
不
レ
可
レ
被
二
心
得
一
事
也
」
と
述
べ
て
、
三
宝
院
門
跡
に

よ
る
申
次
の
あ
り
方
を
批
判
し
、「
一
段
ト
重
事
と
あ
る
題
目
ノ
媒
介
、
塩
梅
簡
要
也
」
と
し
て
、
題
目
に
よ
っ
て
弾
力
に
と
ん
だ
交
渉

の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。）22
（

義
教
時
代
の
満
済
の
よ
う
に
、
そ
の
器
量
に
よ
っ
て
う
ま
く
申
次
が
機
能
し
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
現

在
の
義
賢
の
よ
う
に
忖
度
に
よ
っ
て
勅
定
を
握
り
つ
ぶ
す
な
ど
、
三
宝
院
に
よ
る
申
次
の
弊
害
が
こ
の
時
期
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
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る
。
室
町
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
の
武
家
昵
近
公
家
衆
を
分
析
し
た
瀧
澤
逸
也
氏
に
よ
れ
ば
、
義
教
期
以
後
の
公
武
間
交
渉
に
お
い
て

は
、
武
家
伝
奏
と
将
軍
の
間
に
昵
近
衆
が
介
在
す
る
例
が
多
い
と
い
う
。）23
（

と
す
れ
ば
こ
の
事
実
は
、
三
宝
院
門
跡
が
申
次
を
お
こ
な
う
義

教
期
ま
で
の
あ
り
方
が
み
な
お
さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
嘉
吉
の
乱
後
に
は
公
武
の
一
体
化
の
あ
り
方
が
あ
ら
た
め
て
み
な
お
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
公
武
間
交
渉
の
あ
り

方
も
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

人
事
を
め
ぐ
る
公
武
の
折
衝

で
は
次
に
、
人
事
を
め
ぐ
る
公
武
間
の
意
思
共
有
の
あ
り
方
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
嘉
吉
元
年
十
月
、
関
白
二
条
持
基
は
、
万

里
小
路
時
房
に
南
都
伝
奏
へ
の
就
任
を
懇
願
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
時
房
は
返
事
を
保
留
し
た
う
え
で
、「
此
事
雖
レ
被
レ
仰
二
誰
人
一
、
先〻

内
々

〻

〻

可
レ
被
レ
定
二
其
人
一
之
由
、
先
内
々
被
レ
仰
‐
二
含
管
領
一
、
彼
存
知
者
尤
可
レ
然
歟
」
と
述
べ
た
。）24
（

つ
ま
り
、
南
都
伝
奏
補
任
に
つ
い

て
誰
を
定
め
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
内
々
に
管
領
細
川
持
之
に
相
談
し
、
管
領
の
「
存
知
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
理
由
は
、「
如
二
所
領
一
事
（
室
町
殿
御
少
年
之
間
）
多
可
レ
談
二
管
領
一
事
也
、
而
（
彼
）
一
向
不
レ
知
二
伝　

奏
新
補
之
儀
一
者
、
其
人

談
合
進
退
不
二
思
様
一
歟
、
旁
被
二
仰
談
一
可
レ
然
哉
」（
括
弧
内
は
傍
書
）
と
あ
る
よ
う
に
、）25
（

所
領
に
か
ん
す
る
こ
と
は
管
領
に
多
く
相
談

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
管
領
が
南
都
伝
奏
補
任
の
事
情
に
つ
い
て
関
知
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
其
人
」（
＝
南
都
伝
奏
に
補
任
さ
れ
る

人
）
は
管
領
と
の
談
合
に
難
義
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
時
房
は
、
あ
ら
た
に
南
都
伝
奏
と
な
る
人
の
実
務
へ
の
支
障

が
で
な
い
よ
う
に
、
か
か
る
人
事
の
内
情
を
包
み
隠
さ
ず
明
か
す
べ
き
と
関
白
持
基
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
う
え
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
の
段
階
で
管
領
に
相
談
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
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嘉吉・文安年間における政務運営と公武政権

【
史
料
一
】『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
十
月
二
十
八
日
条
（
傍
書
は
（　

）
に
記
し
た
う
え
で
、
適
宜
文
中
に
挿
入
し
た
。
以
下
同
じ
）

関（
二
条
持
基
）
白
使
木（
雅
豊
）幡
中
将
入
来
、
南
都
伝　

奏
事
予
猶
辞
申
、
所
詮
（
以
レ
予
可
レ
被
レ
定
由
、）
先
被
レ
仰
‐
二
談
管
（
細
川
持
之
）
領
一
、
其
後
被
レ
仰

者
、
領
状
可
レ
安
歟
、
定
可
二
存
知
一
哉
之
由
、
昨
夕c

（
以
二
関
白
意
見
分
一
）
被
レ
示
‐
二
談
中（
定
親
）山
宰
相
中
将
一
之
処
、
其
条
可
レ
然
、

但
雖
レ
被
二
仰
談
一
、
其
後
猶
若
申
二
固
辞
一
者c

（
似
）
レ
奉
レ
軽
二　

勅
定
一
、
武
辺
之
所
存
、
弥
不
レ
可
レ
然
歟
、
先
猶
領
否
重
被
二
仰

定
一
、
其
後
被
レ
仰
‐
二
談
管
領
一
、
可
レ
然
哉
、
猶
可
レ
被
二
責
仰
一
之
由
、
彼
卿
計
申
者
也
、
所
詮
必
々
可
二
存
知
一
由
、
厳
密
承
レ
之
、

此
上
難
レ
申
二
子
細
一
哉
、
但
猶
可
二
参
申
一
之
由
申
了
、（
中
略
）

　
　
（
一
行
分
空
白
）

向
二

左
（
正
親
町
三
条
実
雅
）

衛
門
督
亭
一
、
談
二
南
都
伝　

奏
事
一
、
領
状
可
レ
然
云
々
、
次
向
二
中
山
一
、
於
二
路
次
一
参
会
、
互
立
レ
輿
談
二
同
事
一
、
就
レ

其
可
レ
被
レ
仰
‐
二
談
管
領
一
間
事
先
尤
可
レ
然
、
但
為
二
他
事
之
傍
例
一
、
就
二
聖
断
一
為
二
難
治
一
者
治
定
已
後
可
レ
被
レ
仰
歟
、
所
詮
其

間
事
、
可
レ
談
二
左
金
吾
一
云
々
、
可
レ
然
之
様
可
二
相
計
一
由
示
了
、
就
レ
存
二　

公
儀
一
、
更
不
レ
顧
二
私
儀
一
可
レ
云
レ
至
レ
忠
哉
、
若
先

被
二
仰
談
一
者
、
此
事
為
二
重
事
一
之
間
、
別
而
先
被
二
仰
合
一
之
由
可
レ
加
レ
詞
者
歟
、
次
詣
二
三（
義
賢
）

宝
院
一
有
二
対
面
一
、
申
‐
二
談
同
事
一
、

領
状
可
レ
然
由
承
レ
之
、
次
詣
二
関
白
一
、
以
二
木
幡
中
将
一
申
二
今
朝
御
返
事
一
、
次
出
座
、
委
細
承
レ
之
、
此
上
者
可
二
存
知
一
之
由
申

了
、
但
治
定
領
状
時
分
可
二
計
承
一
之
由
申
了
、

【
史
料
一
】
に
よ
れ
ば
、
南
都
伝
奏
就
任
の
打
診
を
う
け
た
時
房
は
、
中
山
定
親
ら
と
意
見
を
交
わ
し
て
い
る
。
ま
ず
時
房
は
、「
所
詮

（
以
レ
予
可
レ
被
レ
定
由
、）
先
被
レ
仰
‐
二
談
管
領
一
、
其
後
被
レ
仰
者
、
領
状
可
レ
安
歟
、
定
可
二
存
知
一
哉
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
時
房

を
補
任
し
た
い
と
の
内
意
を
ま
ず
関
白
二
条
持
基
か
ら
管
領
細
川
持
之
に
相
談
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
南
都
伝
奏
補
任
の
話
が
な
さ
れ
れ

ば
こ
ち
ら
と
し
て
も
領
状
し
や
す
い
と
す
る
。
こ
れ
を
う
け
た
宰
相
中
将
中
山
定
親
は
、「
其
条
可
レ
然
、
但
雖
レ
被
二
仰
談
一
、
其
後
猶
若
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申
二
固
辞
一
者c

（
似
）
レ
奉
レ
軽
二　

勅
定
一
、
武
辺
之
所
存
、
弥
不
レ
可
レ
然
歟
」
と
し
て
、
管
領
に
事
前
に
話
す
こ
と
に
は
賛
同
し
な
が

ら
も
、
そ
の
後
も
し
時
房
が
南
都
伝
奏
就
任
を
固
辞
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
勅
定
を
軽
ん
じ
る
こ
と
と
な
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
こ

そ
武
家
に
と
っ
て
許
し
が
た
い
事
態
で
あ
る
の
で
、
南
都
伝
奏
就
任
の
「
領
否
」
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
管
領
に
相
談
さ
れ
る
の
が
よ

い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
管
領
細
川
持
之
に
相
談
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。そ

の
後
、
時
房
は
左
衛
門
督
正
親
町
三
条
実
雅
か
ら
南
都
伝
奏
の
拝
受
を
促
さ
れ
る
。
し
か
し
、
な
お
も
逡
巡
す
る
時
房
に
対
し
、
中

山
定
親
は
「
就
レ
其
可
レ
被
レ
仰
二
管
領
一
間
事
先
尤
可
レ
然
、
但
為
二
他
事
之
傍
例
一
、
就
二
聖
断
一
為
二
難
治
一
者
治
定
已
後
可
レ
被
レ
仰
歟
」

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
定
親
は
、
関
白
か
ら
管
領
に
南
都
伝
奏
の
人
事
案
を
伝
え
る
こ
と
に
賛
成
し
な
が
ら
も
、「
他
事
之
傍
例
」
に
よ
り

な
が
ら
、
聖
断
に
よ
っ
て
も
む
ず
か
し
い
と
き
は
、
状
況
が
定
ま
っ
た
あ
と
管
領
に
伝
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
定
親
は
、
前
段
と

同
じ
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
事
後
に
管
領
に
通
達
す
べ
き
と
い
う
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。
義
教
時
代
よ
り
伝
奏
を
務
め
て
き
た
定
親
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
や
武
家
の
意
向
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
時
房
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

南
都
伝
奏
の
歴
史
的
展
開
を
論
じ
た
林
遼
氏
は
、
南
都
伝
奏
と
管
領
と
の
あ
い
だ
に
は
制
度
上
直
接
的
な
関
係
は
な
か
っ
た
と
し
て
い

る
。）26
（

し
か
し
そ
の
人
事
を
め
ぐ
っ
て
は
、
公
家
側
か
ら
管
領
に
事
前
の
談
合
は
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
の
観
念
が
あ
り
、
朝
廷
で
は
、

そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
綿
密
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
山
定
親
の
発
言
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
公

武
に
お
け
る
天
皇
の
勅
定
の
位
置
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
慎
重
に
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
事
に
か
ん
す
る
公
武
間
の
折
衝
は
、
文
安
年
間
に
入
る
と
さ
ら
な
る
展
開
を
み
せ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
官
務
職
を
め

ぐ
る
事
例
を
も
と
に
み
て
み
た
い
。
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嘉吉・文安年間における政務運営と公武政権

【
史
料
二
】『
師
郷
記
』
文
安
二
年
十
月
八
日
条

八
日
、
今
日
官
務
沙
汰
事
、
於
二
伝
奏
〈
尹
大（
中
山
定
親
）

納
言
〉
亭
一
、
万（
時
房
）里
小
路
大
納
言
・
中（
松
木
宗
継
）

御
門
中
納
言
等
聞
二
両
方
奉
行
申
詞
一
、
彼
三

人
各
可
レ
被
レ
申
二
意
見
一
之
由
、
自
二

管
（
細
川
勝
元
）
領
一
申
レ
之
故
云
々
、
前
官
（
小
槻

務晨
照
）方
奉
行
飯
尾
大
和
入
道
、
官
（
小
槻

務時
繁
）方
奉
行
斎
藤
上
野
介
也
、

今
日
者
不
レ
及
二
意
見
一
云
々
、

嘉
吉
元
年
以
来
、
小
槻
（
大
宮
）
時
繁
と
小
槻
（
壬
生
）
晨
照
と
の
あ
い
だ
で
官
務
職
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
続
い
て
い
た
。
嘉
吉
元
年

十
月
に
は
、
時
繁
が
管
領
細
川
持
之
に
訴
え
て
、
晨
照
の
官
務
職
を
競
望
し
て
果
た
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。）27
（

【
史
料
二
】
は
、

文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
十
月
、
小
槻
晨
照
へ
の
官
務
職
還
補
を
め
ぐ
る
問
題
が
出
来
し
、
そ
の
問
題
に
お
け
る
朝
廷
側
の
動
き
が
わ
か

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
伝
奏
中
山
定
親
（
尹
大
納
言
）
亭
に
大
納
言
万
里
小
路
時
房
、
中
納
言
松
木
（
中
御
門
）
宗
継
が

招
集
さ
れ
、
前
官
務
方
の
奉
行
飯
尾
大
和
入
道
、
官
務
方
奉
行
斎
藤
上
野
介
の
主
張
を
聞
き
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
述
べ
る
よ
う
求
め
ら
れ

た
と
い
う
。
そ
れ
が
管
領
細
川
勝
元
の
意
向
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。）28
（

十
一
月
に
入
る
と
、
こ
れ
ら
三
人
の
意
見
は
、

「
三
卿
意
見
状
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
奉
行
を
つ
う
じ
て
管
領
勝
元
に
披
露
さ
れ
、「
晨
照
宿
祢
所
レ
申
二
其
理
一
之
由
」
が
み
と
め
ら

れ
、
小
槻
晨
照
の
官
務
職
還
補
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。）29
（

こ
の
官
務
職
の
人
事
を
め
ぐ
る
事
例
で
は
、
管
領
の
意
向
で
伝
奏
を
中
心
と
し
た
公
家
の
合
議
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
よ
う
に
実
態
に
お
い
て
、
公
武
間
で
意
見
の
す
り
合
わ
せ
が
お
こ
な
わ
れ
、
人
事
な
ど
の
政
務
が
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
と
き
招
集
さ
れ
た
面
々
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
万
里
小
路
時
房
が
「
凡
御
執　

奏
申〻事
、

次〻
予（
時
房
）・（

弾
正
尹
）
中（
定
親
）山

・（
帥
大
納
言
）

三（
実
雅
）条

可
レ
為
二
三
人
一
之
由　

勅
定
事
」
が
あ
り
、
時
房
・
中
山
定
親
・
正
親
町
三
条
実
雅
が
執
奏
を
担
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
が
参
考
に

な
る
。）30
（

た
だ
、
先
述
の
官
務
職
の
人
事
を
め
ぐ
る
事
例
で
は
、
正
親
町
三
条
実
雅
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
松
木
宗
継
が
加
え
ら
れ
て
い
る

9



な
ど
の
若
干
の
違
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
次
章
で
み
る
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
治
罰
の
綸
旨
発
給
の
噂
を
め
ぐ
る
事
件
で
は
、
伝
奏
中

山
定
親
・
正
親
町
三
条
実
雅
・
万
里
小
路
時
房
に
天
皇
よ
り
勅
問
が
な
さ
れ
て
議
論
さ
れ
た
う
え
で
、
伝
奏
定
親
と
松
木
宗
継
が
勅
使
と

し
て
幕
府
に
派
遣
さ
れ
事
態
の
収
拾
に
動
い
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、）31
（

こ
の
時
期
、
公
武
間
の
折
衝
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
お
お
む

ね
こ
の
面
々
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
章　

公
武
間
交
渉
の
実
態
と
天
皇
の
周
辺

（
一
）　

公
武
間
交
渉
に
お
け
る
天
皇
の
意
思

足
利
義
満
以
来
の
公
武
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
富
田
正
弘
氏
が
、「
公
の
比
重
の
低
下
と
、
公
の
依
存
的
公
武
一
体
化
」
と
総
括
し
て

い
る
が
、）32
（

大
枠
に
お
い
て
政
務
を
武
家
が
主
導
す
る
と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
嘉
吉
の
乱
後
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
で

は
、
武
家
が
執
奏
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
天
皇
が
基
本
的
に
容
認
す
る
あ
り
方
は
継
続
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
万
一
、
武
家
と
天
皇
と

の
あ
い
だ
で
意
思
の
疎
隔
が
生
じ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
合
意
形
成
が
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を

も
と
に
、
公
武
間
の
合
意
形
成
の
過
程
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
豊
受
大
神
宮
宮
司
の
補
任
問
題
で
あ
る
。
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
六
月
九
日
、
管
領
畠
山
持
国
は
、
豊

受
大
神
宮
（
伊
勢
神
宮
外
宮
）
の
宮
司
と
し
て
河
辺
氏
長
を
重
任
さ
れ
る
よ
う
、
前
年
の
段
階
で
神
宮
伝
奏
町
資
広
を
も
っ
て
執
奏
し

て
い
た
も
の
の
依
然
と
し
て
勅
答
は
下
さ
れ
ず
に
い
た
。
持
国
は
、「
于
今
不
レ
被
二
宣
下
一
之
条
、
何
様
子
細
乎
」
と
不
審
に
思
い
、「
若

日（

町

資

広

）

野
大
納
言
不
二
奏
達
一
歟
」
と
あ
る
よ
う
に
、
町
資
広
が
奏
聞
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。）33
（

し
か
し
な
お
も
勅
答
は
下
さ

れ
ず
、
六
月
十
四
日
に
な
っ
て
河
辺
忠
春
が
宮
司
職
を
競
望
す
る
あ
ら
た
な
展
開
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。）34
（

こ
の
経
過
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
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史
料
を
み
て
み
た
い
。

【
史
料
三
】『
薩
戒
記
』
嘉
吉
三
年
六
月
二
十
一
日
条

今
夕
、
招
二
摂（
満
親
）津

掃
部
入
道
・
松（
貞
清
）田

対
馬
入
道
等
一
、
示
二
神
宮
宮
司
勅
答
一
、
其
趣
如
レ
此
、

宮
司
事
、
日（
町
資
広
）野大
納
言
非
二
無
沙
汰
之
儀
一
、
連
々
所
二
奏
驚
一
也
、
然
而
依
レ
有
下
被
二
思
食
一
子
細
上
、
于
今
不
レ
被
レ
仰
二
勅
答
一
、

所
詮
氏
長
申
二
重
任
一
事
、
云
二
先
例
一
云
二
募
功
一
、
非
レ
無
二
一
理
一
、
但
自
レ
父
一
任
相
続
、
可
レ
謂
二
過
分
一
、
仍
忠
春
猶
得
二
其

理
一
、
然
而
忠
春
先
年
有
二
罪
科
一
之
由
、
被
二
聞
食
一
、
於
二
其
条
一
者
為
二
武
家
御
沙
汰
一
之
間
、
公
家
不
レ
知
‐
二
食
之
一
、
若
有
二

恩
免
一
、
其
身
為
二
無
為
之
儀
一
者
、
殊
得
二
道
理
一
者
也
、c

（
又
為
二
重
罪
一
、
無
二
恩
免
儀
一
者
、
不
レ
能
二
左
右
一
、）
如
レ
此
之
間
、

無
二
左
右
一
不〻不

被無〻
一
定
一
、
所
詮
氏
長c

（
事
不
レ
論
二
理
非
一
可
レ
被
レ
補
之
由
、）
則
管
領
執
申
之
儀
歟

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

〻

則
管

（
畠
山
持
国
）

領
為
二
執
申
之
儀
一
者
、

不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
者
（
①
）、

此
外
予
（
中
山
定
親
）示

云
、
此
勅
答
之
趣
、
無
二
殊
子
細
一
、
然
者
日
野
大
納
言
伺
申
時
、
可
レ
被
二
仰
下
一
也
、
而
于
今
遅
引
之
間
、
管

領
依
レ
成
二
疑
胎（
殆
）一
、
非
分
付
レ
予
伺
申
之
処
、
無
二
殊
御
返
事
一
、
又
不
レ
被
レ
仰
二
延
引
之
由
来
一
之
条
、
定
可
レ
有
二
不
審
一
歟
之

間
、
伺-

二
申
其
由
一
之
処
、
被
二
仰
下
一
云
、
於
二
延
引
事
一
者
、
管
領
重
有
二
申
入
之
旨
一
者
、
可
レ
被
レ
仰
‐
二
出
之
一
也
、
不
レ

然
者
只
此
定
可
レ
仰
‐
二
遣
之
一
、
其
故
者
、
宮
司
事
有
二
支
申
之
輩
一
、
万
一
勅
答
遅
々
由
管
領
申
‐
二
入
之
一
者
、
我
支
申
之

間
、
于
今
御
無
沙
汰
之
由
可
レ
被
二
仰
出
一
也
云
々
、
仍
如
レ
此
之
由
有
レ
仰
、（
②
）
無
レ
何
可
レ
得
二
其
意
一
之
由
示
二
両
人
一
了
、

此
後
、
自
二
管
領
一
内
者
方
尋
二
勅
答
之
趣
一
、
仍
以
二
頼
秀
一
遣
二
管
領
一
、
示
二
右
趣
一
了
、

【
史
料
三
】
は
、
六
月
二
十
一
日
に
よ
う
や
く
勅
答
が
下
っ
た
こ
と
を
記
す
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
記
主
中
山
定
親
は
後
花
園
天
皇
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と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
生
々
し
い
や
り
と
り
を
記
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
段
下
げ
ら
れ
た
う
え
で
詳
細
に
記
さ
れ
た
後
花
園
の
勅

答
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
ま
ず
興
味
深
い
の
が
、
後
花
園
の
意
思
は
、
武
家
の
執
奏
（
河
辺
氏
長
の
重
任
）
と
は
反
し
て
い
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
然
而
依
有
レ
被
レ
思
‐
二
食
子
細
一
、
于
今
不
レ
被
レ
仰
二
勅
答
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
今
ま
で
勅
答
が
仰
せ
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
傍
線
部
（
①
）
に
よ
れ
ば
、「
河
辺
氏
長
の
重
任
は
、
先
例
・
功
績
か
ら
い
っ
て
も
一
理
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
父
盛
長
か
ら
の
す
べ
て
の
相
続
は
過
分
で
は
な
い
か
。
一
方
、
河
辺
忠
春
は
、
な
お
宮
司
職
に
ふ
さ
わ
し

い
。
し
か
し
、
忠
春
は
先
年
に
罪
科
を
う
け
た
と
聞
い
た
。
そ
の
件
は
武
家
の
沙
汰
で
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
知
ら
ず
に
い
た
。

も
し
、
忠
春
の
恩
免
が
な
さ
れ
れ
ば
、
と
て
も
喜
ば
し
い
。
と
や
か
く
い
わ
ず
、
理
非
を
議
論
し
な
い
で
氏
長
を
宮
司
職
に
補
任
せ
よ
と

管
領
が
申
す
の
で
あ
れ
ば
、
反
対
は
し
な
い
」
と
後
花
園
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
後
花
園
と
し
て
は
、
忠
春
こ
そ
宮
司
職
に
ふ
さ
わ
し

い
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
は
管
領
持
国
が
望
む
氏
長
の
宮
司
職
補
任
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に

は
、「
所
詮
氏
長c

（
事
不
レ
論
二
理
非
一
可
レ
被
レ
補
之
由
、）
則
管
領
為
二
執
申
之
儀
一
者
、
不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
者
」
と
い
う
あ
え
て
含
ん

だ
言
い
方
で
、
氏
長
の
宮
司
職
補
任
を
了
承
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
勅
答
を
う
け
た
中
山
定
親
は
、
神
宮
伝
奏
町
資
広
が
祗
候
し
た
と
き
に
仰
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
摂
津
満
親
と
松
田
貞
清
に

述
べ
て
、
後
花
園
へ
の
批
判
を
漏
ら
し
て
い
る
。【
史
料
三
】
の
後
段
で
は
、
町
資
広
に
代
わ
っ
て
定
親
が
後
花
園
と
の
交
渉
を
担
っ
た

経
緯
と
、
定
親
と
後
花
園
と
の
交
渉
過
程
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
初
は
後
花
園
よ
り
の
「
御
返
事
」
は

な
く
、
定
親
は
「
勅
答
の
延
引
の
理
由
を
仰
せ
に
な
ら
な
い
と
管
領
は
き
っ
と
不
審
に
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
」
と
後
花
園
に
重
ね
て

伺
っ
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
後
花
園
よ
り
の
回
答
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
傍
線
部
②
な
の
で
あ
る
。
後
花
園
は
、「
勅
答
に

つ
い
て
重
ね
て
管
領
が
申
し
入
れ
て
き
た
ら
、
以
下
の
こ
と
を
管
領
に
言
う
つ
も
り
だ
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
（
こ
れ
以
上
の
管
領
よ

り
の
催
促
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
）、
勅
答
を
伝
え
よ
（
傍
線
部
①
を
指
す
ヵ
）。
管
領
が
、
宮
司
職
の
こ
と
で
妨
害
す
る
者
が
お
り
、
そ
の
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せ
い
で
勅
答
が
遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
申
し
入
れ
て
き
た
な
ら
ば
、『
我
（
＝
後
花
園
自
身
）
が
止
め
お
い
て
い
る
の
で
、
今
に

進
展
し
な
い
の
だ
』」
と
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
管
領
持
国
の
執
奏
に
不
満
を
も
つ
後
花
園
の
生
々
し
い
言
葉
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ

ん
定
親
は
こ
れ
を
胸
に
秘
め
、
摂
津
・
松
田
両
人
に
「
無
レ
何
」
伝
え
、
状
況
を
理
解
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
、
管
領
持
国
か
ら
勅
答

を
求
め
る
内
衆
が
き
た
の
で
、
勅
答
を
持
国
に
伝
え
た
。
し
か
し
こ
こ
で
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
正
規
の
勅
答
（
傍
線
部
①
）
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
生
々
し
い
や
り
と
り
の
な
か
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
山
定
親
の
役
割
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
件
に
か
ん
し
て
、
定
親
は
途

中
ま
で
部
外
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
か
ん
す
る
担
当
は
、
神
宮
伝
奏
の
町
資
広
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
勅
答
が
な
か
な
か
下

さ
れ
な
い
な
か
で
、「
非
分
付
レ
予
」
さ
れ
た
か
た
ち
で
定
親
が
後
花
園
の
も
と
に
祗
候
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
差
配
は
、「
管
領

依
レ
成
二
疑
胎（
殆
）一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
管
領
畠
山
持
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
正
規
の
伝
奏
で
あ
っ
た
町
資
広
で
は
後
花
園
の
勅

答
を
引
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
管
領
持
国
の
意
向
に
よ
り
後
花
園
と
の
交
渉
は
急
遽
定
親
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
後
花
園
の
本
音
ま
で
引
き
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
が
、
定
親
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
武
家
側
に
伝
え
る
こ
と

は
せ
ず
、
摂
津
満
親
と
松
田
貞
清
に
は
「
無
レ
何
」
な
く
伝
え
る
こ
と
で
状
況
を
把
握
さ
せ
、
管
領
持
国
に
は
正
規
の
勅
答
の
み
伝
え
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
山
定
親
は
勅
答
を
引
き
だ
し
、
後
花
園
の
回
答
を
取
捨
選
択
し
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
な
が
ら
伝
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
公
武
間
の
合
意
形
成
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
伝
奏
は
公
武
間
の
調
整
役
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
多

い
が
、）35
（

こ
の
事
例
で
は
町
資
広
が
勅
答
を
引
き
だ
せ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
伝
奏
が
み
な
こ
う
し
た
調
整
を
容
易
に
担
え
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
武
家
執
奏
に
天
皇
が
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
は
基
本
的
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
こ
の
事
例
の
よ
う
に
勅
答
を
遅

ら
せ
て
不
満
を
表
出
す
る
と
い
う
天
皇
に
対
し
、
い
か
に
妥
協
的
な
勅
答
を
引
き
だ
し
て
公
武
間
の
合
意
形
成
に
み
ち
び
く
か
が
伝
奏
に

13



求
め
ら
れ
た
能
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
文
安
年
間
以
降
に
室
町
幕
府
が
公
武
間
の
連
絡
役
を
個
別
寺
社
の
伝
奏
か
ら
中
山
定

親
に
一
本
化
し
、
そ
の
後
、
定
親
の
息
中
山
親
通
が
「
惣
伝
奏
」
と
し
て
公
武
交
渉
を
担
っ
て
い
く
背
景
の
ひ
と
つ
に
は
、）36
（

こ
う
し
た
定

親
個
人
の
交
渉
能
力
が
重
視
さ
れ
た
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）　

天
皇
周
辺
の
政
治
的
空
間
と
内
奏

前
節
で
み
た
事
例
は
、
後
花
園
天
皇
が
武
家
の
執
奏
内
容
に
不
満
を
も
ち
勅
答
を
遅
ら
せ
た
こ
と
が
、
公
武
間
の
合
意
形
成
を
む
ず
か

し
く
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
武
家
に
よ
る
執
奏
自
体
は
、
無
事
天
皇
に
届
い
て
い
た
。
で
は
、
そ
も
そ
も
執
奏
が
正

し
く
天
皇
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
事
態
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
関
心
を
も
と
に
、
次
の
事
例
を

み
て
み
よ
う
。

【
史
料
四
】『
建
内
記
』
文
安
元
年
四
月
十
日
条
（〈　

〉
は
割
注
を
示
す
）

蔵
人
左
中
弁
俊（
坊
城
）秀
来
、
談
二
賀
茂
祭
事
一
、
其
次
条
々
言
談
、　

神
宮
祢
宜c

（
改
補
事
、）
外
宮
二
祢
宜
〈
名
字
忘
却
、〉・
内
宮
二
祢

宜
〈
名
字
忘
却
、〉
去
月
日
〈
其
日
忘
却
、〉
同
日
令
二
逝
去
一
、
希
代
事
也
、
但
註
進
憚
二
同
日
一
、
以
二
異
日
一
令
二
註
進
一
言
上
、
不

レ
得
二
其
意
一
事
也
、（
仍
）
外
宮
祢
宜
新
補
事
、
以
二
貞
熈
一
武
家
被
二
挙
申
一
、
其
外
今
一常
久
云
々
、
人
直
望
‐
二
申
公
家
一
、〈
付
二
伝　

奏
日

野c

前

大
納
言
一
、〈
資（
町
）広
卿
、〉
又
内　

奏
之
人
在
レ
之
云
々
、〉
資
広
卿
奏
聞
之
時
、
以
二
常
久
一
可
二　

宣
下
一
之
由
勅
定
、
伝　

奏
已

下
‐
二
知
職
事
一
〈
俊
秀
、〉
之
処
、
尹
大（
中
山
定
親
）

納
言
密
々c

（
有
）
二
入
魂
之
旨
一
、〈
御
執　

奏
事
也
、〉
仍　

宣
下
遅
‐
二
引
之
一
、
武
家

頭
人
〈
摂
津
掃
部
頭
入
道
、〉
幷
奉
行
〈
松
田
対
馬
入
道
、〉
向
二
尹
大
納
言
亭
一
云
、
以
二
貞
熈
一
被
二
執
奏
申
一
之
処
、〈
室
町
殿
御

少
年
、
仍
管
領
沙
汰
也
、〉
無
二
其
甲
斐
一
以
二
他
人
一
被
二　

宣
下
一
之
条
、
何
様
哉
、
可
レ
然
之
様
可
二
申
沙
汰
一
之
由
云
々
、
尹
大
納
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言
即　

奏
聞
之
処
、
理
運
為
二
誰
人
一
哉
之
由
被
レ
尋
‐
二
仰
伝　

奏
一
之
処
、
常
久
事
、
日
野
前
大
納
言
為
二
理
運
一
之
由
頻
申
之
間
、

可
二　

宣
下
一
之
由
被
レ
仰
了
之
由
、
有
二　

勅
答
一
、
仍
尹
大
納
言
招
二
日
野
新（
前
）大
納
言
一
、
示
二　

勅
定
之
趣
一
之
処
、
以
二
宰
相
典
侍

一　

奏
聞
之
時
、
為
二
御
執　

奏
一
上
者
可
レ
為
二
貞
熈
一
歟
之
由
頻
申
入
之
処
、
常
久
為
二
理
運
一
之
上
者
、
不
レ
可
レ
依
二
御
執　

奏
一
、

早
可
二　

宣
下
一
之
由
、
勅
答
、
仍
加
二
下
知
一
了
、
更
非
二
支
申
之
儀
一
、
仍
為
二
申
披
一
度
々
大
納
言
至
二
庭
上
一
参
上
之
処
、
宰
相
典

侍
称
二
指
合
一
不
二
出
逢
一
、
無
力
之
由
大
納
言
相
談
之
処
、
其
後
大
納
言
奉
書
又
到
来
、
以
二
貞
熈
一
可
二　

宣
下
一
之
由
被
二
仰
下
一

云
々
、
終
被
レ
任
二
御
執　

奏
一
了
云
々
、

尹
大
納
言
先
度
談
二
俊
秀
一
云
、
内　

奏
事
珎
事
也
、
当
時
昵
近
御
前
六
人
〈
尹
大
納
言
（
定
親
）・
兵
部
卿
（
永
基
）・
左
大
弁
（
益

長
）・
成
任
・
親
長
・
季
春
、〉
内
、
成
任
少
年
也
、
親
長
・
季
春
定
不
レ
可
レ
申
レ
之
、
さ
て
ハ
誰
人
申
哉
云
々
、
女
中
如
何
々
々
、

【
史
料
四
】
は
、
伊
勢
神
宮
外
宮
の
二
祢
宜
補
任
問
題
に
か
ん
す
る
史
料
で
あ
る
。
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
四
月
、
伊
勢
神
宮
の
内

宮
・
外
宮
の
二
祢
宜
が
同
時
に
死
去
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
武
家
は
あ
ら
た
な
外
宮
の
二
祢
宜
と
し
て
貞
熈
を
推
挙
し
た
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
に
対
し
て
常
久
と
い
う
人
物
が
直
接
、
後
花
園
天
皇
に
対
し
、
自
身
へ
の
二
祢
宜
補
任
を
働
き
か
け
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
担

当
の
伝
奏
は
、
前
節
に
も
登
場
し
た
「
日
野
前
大
納
言
」
町
資
広
で
あ
る
。
以
下
、
局
面
ご
と
に
状
況
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

【
第
一
局
面
】
神
宮
伝
奏
町
資
広
が
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
後
花
園
天
皇
は
常
久
を
も
っ
て
宣
下
せ
よ
と
の
勅
定
を
下
し
た
。
こ
れ
を
う
け

た
資
広
は
、
職
事
の
坊
城
俊
秀
に
下
知
す
る
。
し
か
し
俊
秀
は
、
尹
大
納
言
中
山
定
親
か
ら
密
々
に
武
家
に
よ
る
貞
熈
執
奏
の
こ
と
を
聞

い
て
い
た
た
め
、
宣
下
を
保
留
し
た
。

【
第
二
局
面
】
こ
の
状
況
を
み
て
、
幕
府
頭
人
摂
津
掃
部
入
道
と
奉
行
松
田
対
馬
入
道
が
中
山
定
親
亭
を
訪
れ
た
。
武
家
と
し
て
貞
熈
補

任
を
執
奏
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
他
人
」（
常
久
）
に
宣
下
し
よ
う
と
し
た
意
図
を
尋
ね
、
あ
ら
た
め
て
貞
熈
へ
の
宣
下
が
な
さ
れ
る
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よ
う
求
め
た
。

【
第
三
局
面
】
中
山
定
親
は
、
後
花
園
天
皇
に
真
意
を
尋
ね
る
べ
く
、
奏
聞
し
た
。
す
る
と
、
後
花
園
か
ら
は
常
久
の
こ
と
は
町
資
広
が

し
き
り
に
常
久
の
「
理
運
」
を
説
く
の
で
、
常
久
に
宣
下
せ
よ
と
の
旨
を
下
し
た
と
の
勅
答
が
あ
っ
た
。

【
第
四
局
面
】
そ
の
後
、
定
親
は
、
町
資
広
を
招
い
て
経
緯
を
聞
い
た
。
資
広
は
、
宰
相
典
侍
を
も
っ
て
奏
聞
し
た
と
き
、
御
執
奏
の
う

え
は
貞
熈
を
も
っ
て
補
任
す
べ
し
と
し
き
り
に
申
し
入
れ
た
が
、
常
久
に
理
運
が
あ
る
の
で
、
武
家
の
御
執
奏
に
よ
ら
ず
早
く
常
久
に
宣

下
せ
よ
と
の
勅
答
が
あ
っ
た
の
で
、
職
事
に
下
知
し
た
と
説
明
し
た
。

【
第
五
局
面
】
町
資
広
は
、
弁
明
の
た
め
庭
上
に
参
上
す
る
が
、
宰
相
典
侍
は
「
指
合
」
と
称
し
て
面
会
を
拒
否
し
た
。
そ
の
後
、
資
広

の
も
と
に
奉
書
が
到
来
し
、
先
の
勅
定
を
あ
ら
た
め
貞
熈
に
宣
下
せ
よ
と
の
仰
せ
が
下
さ
れ
た
。

こ
の
事
例
で
は
、
武
家
に
よ
る
執
奏
が
優
先
さ
れ
、
天
皇
の
勅
定
が
あ
ら
た
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
興
味
深
い
が
、
重
要
な
の

は
、
後
花
園
天
皇
の
も
と
に
は
貞
熈
推
挙
の
執
奏
自
体
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
定
親
に
よ
る
後
花
園
と
資
広

へ
の
聞
き
取
り
の
結
果
、
両
者
の
言
い
分
は
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
資
広
の
弁
明
に
あ
え
て
信
を
お
け

ば
、
資
広
と
後
花
園
と
の
あ
い
だ
を
取
り
次
い
だ
宰
相
典
侍
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
現
に
、
宰
相
典
侍
は
資
広

と
の
面
会
を
拒
ん
で
い
る
し
、
問
題
が
大
き
く
な
っ
た
直
後
、
貞
熈
へ
の
宣
下
を
命
じ
る
奉
書
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件

は
、【
史
料
四
】
で
中
山
定
親
が
坊
城
俊
秀
に
「
内　

奏
事
珍
事
也
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
奏
に
よ
る
天
皇
へ
の
申
し
入
れ
が
天

皇
の
周
辺
に
お
い
て
阻
ま
れ
、
武
家
に
よ
る
執
奏
と
は
異
な
る
内
奏
が
生
じ
た
事
例
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
公
武
間
交
渉
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
公
武
間
の
距
離
、
と

り
わ
け
伝
奏
と
天
皇
と
の
距
離
が
意
外
な
ほ
ど
遠
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
伝
奏
は
、
直
接
天
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
女
房
な

ど
の
申
次
を
経
由
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
で
い
え
ば
、
宰
相
典
侍
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
申
次
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
れ
ば
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問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
申
次
が
よ
こ
し
ま
に
奏
聞
の
内
容
に
手
を
加
え
て
し
ま
う
と
、
公
武
間
の
交
渉
は
と
た
ん
に
破
綻
し
か
ね
な

い
。【
史
料
四
】
の
後
段
で
、
中
山
定
親
が
当
時
の
「
昵
近
御
前
六
人
」
と
女
房
に
よ
る
内
奏
へ
の
関
与
を
疑
っ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
奏

と
天
皇
と
の
あ
い
だ
で
執
奏
さ
れ
た
そ
の
内
容
が
か
な
ら
ず
し
も
正
し
く
共
有
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
武
家
に
よ
る

執
奏
す
ら
覆
し
か
ね
な
い
内
奏
の
余
地
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
現
実
の
政
治
情
勢
を
も
混
乱
に
陥
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
現
実
と
な
っ
た
の
が
、
山
名
持
豊
治
罰
の
綸

旨
発
給
を
め
ぐ
る
巷
説
事
件
で
あ
る
。
ま
ず
は
以
下
、
事
件
の
概
要
を
『
康
富
記
』
文
安
四
年
七
月
十
六
日
条
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
き

た
い
。
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
七
月
十
六
日
、
に
わ
か
に
政
情
が
不
安
定
と
な
り
、
管
領
細
川
勝
元
は
内
裏
四
門
役
と
し
て
人
数
を
置

き
、
近
習
・
外
様
も
急
遽
「
室
町
殿
」（
将
軍
足
利
義
成
の
御
所
烏
丸
亭
）
に
馳
せ
参
じ
た
。）37
（

結
局
、
何
事
も
な
く
お
わ
っ
た
が
、
間
も

な
く
し
て
こ
の
騒
動
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
山
名
持
豊
治
罰
の
綸
旨
が
前
管
領
畠
山
持
国
に
下
さ
れ
た
と
い
う

噂
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
山
名
方
に
「
騒
動
」
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
朝
廷
で
は
、
弾
正
尹
中
山
定
親
・
大
納
言
松
木
宗
継
を

勅
使
と
し
て
管
領
細
川
勝
元
の
も
と
に
遣
わ
し
、「
綸
旨
事
公
家
更
不
レ
被
二
知
食
一
、
為
二
虚
説
一
之
由
」
を
伝
え
た
。
管
領
勝
元
は
こ
の

旨
を
山
名
方
に
伝
え
て
事
態
は
よ
う
や
く
収
束
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
山
名
持
豊
治
罰
の
綸
旨
の
発
給
が
単
な
る
噂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
現
実

を
も
っ
て
う
け
と
め
ら
れ
騒
動
に
発
展
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
事
態
の
収
拾
に
あ
た
っ
た
万
里
小
路
時
房
は
、「
綸
旨
事
以
外
之
重
事
也
、

不
レ
（
被
）
二
知
食
一
者
、
急
速
被
レ
仰
‐
二
遣
管
領
一
之
条
可
レ
然
事
也
、
其
謂
者
、
讒
佞
之
説
若
令
二
信
仰用
一
者
、
結
句
遮
物
忩
之
沙
汰
万

一
令
二
出
来
一
者
、
不
レ
可
レ
有
二
正
躰
一
事
也
、
被
レ
立
二　

勅
使
於
管
領
許
一
、〈
室（
足
利
義
成
）

町
殿
御
少
年
間
也
、〉
山
名
治
罰　

綸
旨
事
有
二
虚
説
一

云
々
、c

（
更
不
レ
被
二
知
食
一
之
上
者
、）
奉
‐
二
為　

公
家
一
陵
尓
之
至
驚
思
食
、
又
為
二
其
人
一
不
便
、
旁
以
急
速
糺
明
可
レ
然
之
由
可
レ

被
レ
仰
歟
」
と
中
山
定
親
に
述
べ
て
い
る
が
、）38
（

こ
れ
に
よ
れ
ば
後
花
園
天
皇
は
治
罰
の
綸
旨
の
発
給
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
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か
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
時
房
に
よ
れ
ば
、
山
名
持
豊
治
罰
の
綸
旨
発
給
に
か
ん
す
る
騒
動
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
く
、「
次
先
年
播
磨

乱
之
時
、
可
レ
退
‐
二
治
山
名
一
之
由
被
レ
成
二　

綸
旨
於
大（
赤
松
満
政
）

河
内
一
之
由
、
已
有
二
浮
説
一
、
為
二
柏（

柏

真

周

操

）

真
和
尚
之
詐
偽
一
之
条
令
二
露
顕
一
、
彼
逐

電
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、）39
（

文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
の
赤
松
満
政
挙
兵
に
さ
い
し
、
柏
真
和
尚
と
い
う
人
物
が
山
名
氏
治
罰
の
綸
旨
を

「
詐
偽
」
し
よ
う
と
し
た
事
件
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
条
件
さ
え
揃
え
ば
、
天
皇
の
周
辺
に
お
い
て
治
罰
の
綸
旨
は
発
給
が

可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
に
み
た
伊
勢
神
宮
外
宮
の
二
祢
宜
補
任
問
題
で
み
ら
れ
た
内
奏
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
く
。
問
題

な
の
は
、
天
皇
が
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
公
武
間
交
渉
で
注
意
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
天
皇
周
辺
の
不
透
明
な
空
間
は
、
内
奏
を
生
み
、
時
と
し
て
こ
の
よ
う
な
政
治
情
勢
へ
の
混
乱
を
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
点
は
当
該
期
の
公
武
間
交
渉
の
実
態
と
し
て
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
三
章　

大
方
殿
日
野
重
子
の
「
口
入
」
を
め
ぐ
っ
て

前
稿
に
お
い
て
、
足
利
義
政
期
に
特
有
の
政
治
勢
力
と
し
て
、
義
政
生
母
で
あ
る
大
方
殿
日
野
重
子
の
政
務
介
入
に
注
目
し
、
そ
の
あ

り
よ
う
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
事
例
と
し
て
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
七
月
の
興
福
寺
別
当
問
題
に
つ
い
て
分
析
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
重
子
は
俊
円
（
重
子
兄
弟
）
の
別
当
辞
任
に
つ
い
て
、
直
接
後
花
園
天
皇
に
は
た
ら
き
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
後
花
園

は
、
管
領
畠
山
持
国
と
の
あ
い
だ
で
、
年
限
未
満
の
俊
円
の
別
当
辞
任
を
認
め
な
い
と
い
う
合
意
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
転
し
て
俊
円
の
別
当
辞
任
を
容
認
し
た
う
え
、
新
別
当
補
任
の
勅
許
を
下
し
た
の
で
あ
る
。）40
（

こ
の
重
子
に
よ
る
交
渉
は
、
管
領

持
国
や
南
都
伝
奏
万
里
小
路
時
房
の
頭
越
し
に
お
こ
な
わ
れ
、
両
者
は
宰
相
典
侍
の
女
房
奉
書
と
重
子
の
「
御
書
」
で
状
況
を
知
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
宰
相
典
侍
の
存
在
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
重
子
の
動
向
は
、
第
二
章
第
二
節
で
み
た
内
奏
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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と
す
れ
ば
、
重
子
の
「
口
入
」
は
、
公
武
間
の
政
治
的
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
大
方
殿
重
子

の
「
口
入
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

【
史
料
五
】『
薩
戒
記
』
嘉
吉
二
年
七
月
二
十
三
日
条

入
道
右
少
弁
重
政
（
不
レ
知
二
法
名
一
、）
送
二
使
者
一
云
、
近
日
称
二
大（
日
野
重
子
）

方
殿
使
一
、
方
々
口
入
事
触
レ
耳
、
太
不
レ
可
レ
然
、
或
知
給
、

或
不
二
知
給
一
事
多
レ
之
、
祗
候
女
房
任
二
雅
意
一
相
‐
二
訪
侍
等
一
、
申
‐
二
遣
所
一々
、
或
遣
二
奉
書
一
云
々
、
奇
恠
事
也
、
所
詮
向
後

有
二
如
レ
然
事
一
者
、
無
二
左
右
一
不
レ
可
二
承
引
一
、
先
密
々
示
給
参
申
歟
、
不
レ
然
者
以
二
慥
使
者
一
歟
申
談
、
依
レ
事
可
レ
有
二
其
沙
汰
一

也
者
、（
後
略
）

【
史
料
五
】
で
は
、
嘉
吉
二
年
の
段
階
で
重
子
の
「
口
入
」（
口
添
え
、
干
渉
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、

「
口
入
」
自
体
は
、
管
領
な
ど
権
力
の
中
枢
に
い
る
者
が
、
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
や
必
要
に
よ
っ
て
お
こ
な
っ
て
お
り
、
別
に
重
子
の
み

の
特
徴
で
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
な
ぜ
重
子
の
「
口
入
」
が
こ
れ
ほ
ど
問
題
と
な
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め

て
【
史
料
五
】
傍
線
部
を
み
る
と
、
重
子
が
「
口
入
」
す
る
内
容
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
も
多
々
あ
り
、
そ
し
て
重
子
祗
候

の
女
房
が
雅
意
に
任
せ
て
方
々
に
奉
書
を
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
が
具
体
的
に
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
、
文

安
元
年
（
一
四
四
四
）
二
月
、
管
領
畠
山
持
国
の
被
官
吹
田
加
賀
守
が
「
大
方
殿
諸
五
山
僧
達
事
色
々
御
口
入
繁
多
之
間〻上
、
結
句
無
二
御
存

知
事
一
之
由
、
有
二
其
聞
一
」
と
万
里
小
路
時
房
に
語
っ
て
お
り
、）41
（

重
子
は
自
身
が
内
容
を
把
握
し
な
い
ま
ま
「
口
入
」
に
及
ぶ
こ
と
が
多

く
、
実
際
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
う
え
で
注
目
し
た
い
事
例
が
、
関
白
一
条
兼
良
と
春
日
社
に
よ
る
山
城
国
祝
園
荘
を
め
ぐ
る
相
論
で
あ
る
。
文
安
四
年
（
一
四
四
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七
）
十
一
月
、
一
条
兼
良
は
、
山
城
国
祝
園
荘
を
摂
関
家
領
と
主
張
し
て
永
代
一
円
不
輸
の
綸
旨
を
申
請
し
た
が
、
こ
れ
に
あ
た
り
兼
良

は
大
方
殿
重
子
の
扶
持
を
う
け
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

【
史
料
六
】『
建
内
記
』
文
安
四
年
十
一
月
二
日
条

祝
園
庄
事
、
任
下

関
（
一
条
兼
良
）
白
被
二
申
請
一
可
レ
成
二
綸
旨
一
之
由
上
、
弾
正
尹
〈
定（
中
山
）親
卿
、〉
以
二
奉
書
一
仰
二
職
事
一
、〈
頭
左
大
弁
俊
秀
朝
臣
、〉

左
大
弁
送
二
彼
奉
書
案
文
一
〈
関
白
被
レ
染
二
自
筆
一
、〉
等
、〈
両
通
一
見
留
レ
左
、〉
書
様
事
談
﹇　
　
　

﹈
状　

奏
聞
、
春
日
社
雑
掌

﹇　
　
　
　

﹈〈
内
侍
状
案
在
レ
右
、〉
勅
答
以
二
女
房
奉
書
一
被
レ
仰
‐
二
下
之
一
、
永
領
綸
□（
旨
）事

、
太（
大
）方

殿
以
二　

内
書
一
被
レ
示
二
関
白

一
歟
、
件　

内
書
不
レ
被
二
副
下
一
之
間
、
不
分
明
、
所
詮
武
家
御
教
書
被
レ
成
之
後
、
可
被
レ
申
‐
二
請　

綸
旨
一
之
由
、　

勅
答
于
関

白
之
処
、
先
可
レ
給
二　

綸
旨
一
之
由
、
強
被
レ
申
‐
二
請
之
一
、
大（
日
野
重
子
）

方
殿
始
終
可
レ
有
二
扶
持
一
之
条
可
レ
有
二
賢
察
一
、
別
而
可
二
申
沙
汰

一
之
由
、
被
レ
示
二
中
山
一
之
間
、
中
山
申
‐
二
沙
‐
汰
之
一
、
仍
（
綸
旨
事
）
可
二
申
沙
汰
一
之
由
、
被
レ
仰
二
中
山
一
了
、
社
訴
子
細
示

‐
二
遣
関
白
一
、
無
為
之
様
可
二
申
沙
汰
一
之
由
、
被
レ
仰
‐
二
下
之
一
、
重
﹇　
　
　
　

﹈
関
白
之
条
不
レ
可
二
承
引
一
﹇　
　
　
　

﹈
事

也
、
被
レ
仰
二
尹（
定
親
）卿一
之
条
可
レ
然
、
如
二
愚
□（
意
）一
者
、
於
二
武
家
一
沙
汰
之
最
中
也
、
中
央
被
レ
申
‐
二
請　

綸
旨
一
之
条
不
レ
可
レ
然
歟
、

先
被
二
召
返
一
、
猶
被
レ
廻
二　

叡
慮
一
、
且
両
方
之
儀
被
二
尋
聞
食
一
、
追
可
レ
有
二
御
沙
汰
一
哉
之
由
、
忩
被
レ
仰
二
中
山
一
之
条
可
レ
然

歟
、
且　

綸
旨
若
未
レ
送
二
関
白
一
歟
、
早
速
先
被
レ
仰
之
条
可
レ
宜
哉
者
、

【
史
料
六
】
は
、
祝
園
荘
の
永
領
綸
旨
を
求
め
る
関
白
兼
良
と
そ
れ
に
対
応
し
た
伝
奏
中
山
定
親
の
や
り
と
り
が
明
瞭
に
わ
か
る
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
経
緯
を
整
理
し
て
お
く
と
、
弾
正
尹
中
山
定
親
は
、
関
白
兼
良
の
申
請
に
よ
り
奉
書
を
も
っ
て
職
事
・
頭
左
大
弁
坊
城
俊

秀
に
綸
旨
の
執
筆
を
命
じ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
綸
旨
の
発
給
が
停
止
さ
れ
た
。
兼
良
に
対
抗
す
る
春
日
社
雑
掌
に
よ
る
社
訴
が
な
さ
れ
た
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か
ら
で
あ
る
。【
史
料
六
】
で
は
虫
損
に
よ
り
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
経
緯
は
、『
建
内
記
』
同
日
条
の
「
祝
園
庄
事
、
社
家
申
旨

奏
聞
之
由
、
無
レ
何
告
‐
二
示
弾
正
尹
一
了
、〈
于
時
、
頭
左
大
弁
未
レ
書
‐
二
送
綸
旨
於
中
山
一
之
時
分
也
、〉
返
答
云
、
自
二
関
白
一
被
二

申
請
一
之
間
、
今
日
被
レ
成
二　

綸
旨
一
了
者
、
不
レ
恐
二
沙
汰
之
中
央
一
者
歟
、
莫
レ
言
々
々
」
と
い
う
記
述
か
ら
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
綸

旨
が
作
成
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
春
日
社
に
よ
る
訴
え
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
奏
聞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
定
親
に
も
伝
え
ら
れ
、

兼
良
へ
の
綸
旨
発
給
は
直
前
で
停
止
さ
れ
た
。
あ
ら
た
め
て
【
史
料
六
】
に
よ
る
と
、
そ
の
後
、
女
房
奉
書
に
よ
っ
て
勅
答
が
下
さ
れ
た

が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
関
白
兼
良
の
申
請
に
肝
心
の
大
方
殿
重
子
の
内
書
が
添
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
兼
良
の
申
請
は
「
不
分
明
」
と
し
て
退
け
ら
れ
、「
武
家
御
教
書
」
が
な
さ
れ
た
あ
と
に
綸
旨
を
申
請
せ
よ
と
の
勅
答
が
下
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
勅
答
を
中
山
定
親
が
関
白
兼
良
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
先
に
綸
旨
を
発
給
せ
よ
と
強
く
主
張
し
、「
大
方
殿
始
終
可
レ
有
二
扶
持

一
之
条
可
レ
有
二
賢
察
一
」
と
定
親
に
恫
喝
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
花
園
天
皇
の
勅
答
や
万
里
小
路
時
房
の
意
見
に
も
あ
る

よ
う
に
、
武
家
沙
汰
の
最
中
に
お
い
て
、
し
か
も
武
家
の
御
教
書
が
発
給
さ
れ
る
前
に
綸
旨
を
申
請
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
観
念

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
み
て
わ
か
る
の
は
関
白
兼
良
の
焦
り
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
は
大

方
殿
の
「
扶
持
」
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、
関
白
兼
良
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
さ
れ
る
大
方
殿
重
子
の
「
内
書
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
と
て
も
大
か（
方
）た

殿
の
な（
内
書
）

い
し
よ
し（
子
細
）さ

い
な
き
事
と
て
候
ほ
と
に
、
そ
の
ふ（
分
）ん

申
さ（
沙

た汰
）

し
候
へ
き

よ
し
、
な（
中
山
定
親
）

か
や
ま
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
つ
る
」）42
（

と
勅
答
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
大
方
殿
の
内
書
の
欠
如
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
兼
良
は
重
子
の
内
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
関
白
兼
良
が
中
山
定
親
に
宛
て
た
奉
書
の
内

容
を
み
る
と
、「
祝
園
庄
永
領　

綸
旨
事
、
先
途
彼
□（
内
）書

不
レ
被
レ
載
二
其
子
細
一
之
間
、
重
如
レ
此
申
改
候
」
と
あ
り
、）43
（

重
子
の
内
書
に
は
、

肝
心
の
祝
園
荘
永
領
申
請
に
か
ん
す
る
詳
細
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
兼
良
と
重
子
と
の
あ
い
だ
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で
十
分
な
す
り
合
わ
せ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
先
に
み
た
と
お
り
重
子
の
「
口

入
」
が
十
分
内
容
を
吟
味
せ
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
重
子
サ
イ
ド
は
関
白
兼
良
の
依
頼
に
つ
い

て
も
あ
ま
り
内
容
を
理
解
せ
ず
に
「
口
入
」
を
お
こ
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
は
兼
良
の
立
場
を
有
利
に
運
ぶ
文

言
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
実
際
、
関
白
兼
良
は
さ
か
ん
に
大
方
殿
重
子
の
影
を
ち
ら
つ
か
せ
て
中
山
定
親
を
恫
喝
す
る
が
、
そ
こ
に

重
子
の
意
思
は
一
向
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
関
白
兼
良
に
し
て
み
れ
ば
、
大
方
殿
重
子
の
具
体
的
な
「
口
入
」
が
な
か
っ
た
た
め

に
、
重
子
の
名
前
を
提
示
し
た
恫
喝
と
い
う
か
た
ち
で
無
理
を
押
し
と
お
す
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
後
も
、「
所
詮

関
白
者
、
大
方
殿
内
書
事
頻
被
二
掠
申
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、）44
（

兼
良
は
大
方
殿
重
子
の
内
書
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
主
張
を
重
ね
た
。
し
か

し
、
万
里
小
路
時
房
の
「
掠
申
」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
れ
ば
、
重
子
の
内
書
が
実
際
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
さ
え
疑
わ
し
い
。
結
局
、

関
白
兼
良
の
望
み
ど
お
り
と
は
な
ら
ず
、
祝
園
荘
は
春
日
社
に
返
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。）45
（

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
大
方
殿
重
子
の
権
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
高
橋
修
氏
は
、
さ
き
に
み
た
祝
園
荘
を
含
め
た
数

多
く
の
重
子
の
「
口
入
」
の
事
例
を
分
析
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
を
政
治
介
入
と
評
価
し
て
、
重
子
を
将
軍
権
力
の
代
行
者
と
位
置
づ
け

た
。）46
（

重
子
が
将
軍
権
力
を
代
行
し
て
い
た
と
す
る
見
方
は
、
限
定
つ
き
で
は
あ
る
が
、
現
在
で
も
一
部
継
承
さ
れ
て
い
る
。）47
（

で
は
、
か
か

る
重
子
の
膨
大
な
「
口
入
」
は
、
将
軍
権
力
を
代
行
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
木
下
昌
規
氏
に
よ
れ
ば
、
嘉
吉
元
年
の
段
階

で
足
利
義
勝
の
養
母
正
親
町
三
条
尹
子
が
政
治
よ
り
退
き
、
生
母
で
あ
る
重
子
の
政
治
的
影
響
力
が
高
ま
っ
た
と
さ
れ
、）48
（

そ
う
し
た
重
子

の
立
場
を
頼
ん
で
諸
人
が
「
口
入
」
を
依
頼
し
た
側
面
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
稿
で
み
た
よ
う
に
、
重
子
の
意
向
は
公
武
の
意
思
決
定

ル
ー
ト
に
は
位
置
づ
い
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
内
奏
な
ど
非
公
式
の
ル
ー
ト
で
、「
口
入
」
と
し
て
意
思
を
と
お
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
あ
ら
た
め
て
注
意
し
た
い
の
は
、
重
子
の
「
口
入
」
が
重
子
本
人
と
そ
の
周
辺
が
申
請
の
内
容
を
吟
味
せ
ず
、
理
解
し
な
い
ま
ま

方
々
に
「
口
入
」
を
お
こ
な
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
重
子
に
「
口
入
」
を
依
頼
す
る
者
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
ま
「
口
入
」
し
て
も
ら
え
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る
と
い
う
点
に
お
い
て
扱
い
や
す
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
頻
繁
と
な
る
と
【
史
料
五
】
で
み
た
よ
う
に
問
題
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
最
終
的
に
は
「
天
下
事
不
レ
論
二
是
非
一
可
レ
有
二
御
綺
一
之
由
、
思
食
歟
」）49
（

と
管
領
畠
山
持
国
に
警
戒
さ
れ
る
ほ
ど
政
治
的
問
題

と
し
て
発
展
す
る
。
か
か
る
経
緯
が
、
あ
た
か
も
将
軍
権
力
の
代
行
者
と
し
て
政
務
介
入
を
お
こ
な
う
重
子
像
を
生
み
だ
し
た
の
で
は
な

い
か
。
よ
っ
て
、
重
子
を
将
軍
権
力
の
代
行
者
と
み
る
見
方
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。

重
子
の
「
口
入
」
は
、
内
奏
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
を
駆
使
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
内
奏
に
注
目
す
れ

ば
、
重
子
の
「
口
入
」
は
公
武
間
交
渉
の
間
隙
を
つ
く
か
た
ち
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
武
間
の
交
渉
や
合
意
形
成
の
あ
り

か
た
を
動
揺
さ
せ
か
ね
な
い
政
治
的
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
大
方
殿
重
子
は
、
伝
奏
な
ど
の
交
渉
ル
ー
ト
を
経
由
せ
ず
、

公
武
間
を
横
断
し
う
る
ひ
と
つ
の
政
治
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。　

お
わ
り
に

以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
て
嘉
吉
・
文
安
年
間
に
お
け
る
公
武
間
交
渉
の
実
態
と
政
務
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
最
後
に
内

容
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

嘉
吉
の
乱
後
、
政
治
責
任
が
秩
序
の
根
幹
と
し
て
の
「
天
皇
」
に
帰
さ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
、
公
武
に
よ
る
政
務
運
営
の
あ
り

方
が
み
な
お
さ
れ
た
。
南
都
伝
奏
な
ど
人
事
面
に
お
い
て
は
、
伝
奏
を
中
心
に
室
町
殿
と
昵
懇
の
公
家
ら
が
意
見
を
ま
と
め
た
う
え
で
、

公
武
間
で
意
見
を
す
り
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。

嘉
吉
の
乱
後
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
、
武
家
の
執
奏
の
と
お
り
宣
下
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
執
奏
の
内
容
に
天
皇
が
不
満
に
思
う

と
、
し
ば
し
ば
勅
答
を
遅
ら
せ
て
不
満
の
意
を
示
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
い
か
に
勅
答
を
引
き
だ
さ
せ
て
、
円
滑
に
公
武
間
の
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交
渉
を
進
め
る
か
が
伝
奏
に
求
め
ら
れ
た
調
整
能
力
で
あ
っ
た
。
伝
奏
が
み
な
、
こ
う
し
た
調
整
能
力
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
は
同
時
期
に
進
展
す
る
武
家
伝
奏
や
惣
伝
奏
へ
の
一
本
化
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

公
武
間
交
渉
に
お
い
て
は
、
武
家
に
よ
る
伝
奏
を
つ
う
じ
た
執
奏
が
天
皇
ま
で
届
か
な
い
ケ
ー
ス
が
み
ら
れ
た
。
公
武
の
意
思
決
定
に

お
い
て
、
天
皇
ま
で
の
距
離
が
遠
く
、
そ
れ
が
弊
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
伝
奏
と
て
天
皇
に
直
接
奏
上
す
る
わ
け
に
は

い
か
ず
、
宰
相
典
侍
な
ど
の
女
房
を
と
お
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
、
天
皇
の
周
辺
で
内
奏
が
お
こ
な
わ
れ
、

武
家
の
意
向
と
は
異
な
る
勅
答
が
下
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
伝
奏
を
つ
う
じ
た
公
武
間
交
渉
も
場
合
に
よ
っ
て
は
機
能
し
な
い
こ
と
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
天
皇
周
辺
の
不
透
明
な
空
間
か
ら
、
山
名
持
豊
な
ど
特
定
の
人
物
の
追
討
を
命
じ
る
治
罰
の
綸
旨
が
発
給
さ

れ
た
と
い
う
噂
が
現
実
味
を
も
っ
て
流
れ
る
な
ど
、
現
実
の
政
治
情
勢
に
大
き
く
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
事
態
も
生
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
天
皇
の
周
辺
に
お
い
て
内
奏
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
恣
意
的
な
判
断
が
天
皇
の
勅
許
と
し
て
下
さ
れ
よ
う
と
す
る
事
例
は
ま
ま
み
ら

れ
る
の
で
あ
り
（
天
皇
自
身
も
把
握
し
て
い
な
い
）、
こ
の
こ
と
は
当
該
期
の
公
武
交
渉
と
政
務
運
営
の
実
態
と
し
て
お
さ
え
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

か
か
る
内
奏
を
ひ
と
つ
の
ル
ー
ト
と
し
て
、
大
方
殿
日
野
重
子
の
「
口
入
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
。「
口
入
」
自
体
は
政
治
的
な
行
為
と

し
て
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る
た
め
重
子
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
重
子
の
場
合
、
申
請
内
容
を
把
握
せ
ず
、
ま
た
重
子
祗
候
の
女

房
が
雅
意
に
任
せ
て
「
口
入
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
重
子
の
「
口
入
」
は
、
重
子
自
身
が
内
容
を
吟
味
し

な
い
ま
ま
「
口
入
」
に
及
ぶ
点
に
特
徴
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
重
子
に
「
口
入
」
を
依
頼
す
る
一
条
兼
良
ら
申
請
者
に
と
っ
て
簡
易
的
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
結
果
、
膨
大
な
重
子
の
「
口
入
」
が
生
み
だ
さ
れ
、
文
安
年
間
に
は
管
領
畠
山
持
国
の
主
導
す
る
幕
政
に
抵
触
す

る
に
い
た
る
。
従
来
、
い
わ
れ
て
き
た
重
子
の
「
政
治
介
入
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実
態
は
依
頼
に
も
と
づ
く
「
口
入
」
で
あ
り
、
将

軍
権
力
を
代
行
す
る
政
治
的
行
為
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
口
入
」
が
し
ば
し
ば
内
奏
を
と
も
な
い
、
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関
白
一
条
兼
良
ま
で
も
が
重
子
の
「
口
入
」
を
必
要
と
し
た
事
実
は
、
公
武
間
の
多
様
な
交
渉
ル
ー
ト
の
存
在
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。﹇

注
﹈

（
1
） 

室
町
期
の
伝
奏
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
桃
崎
有
一
郎「
室
町
殿
の
朝
廷
支
配
と
伝
奏
論
」（
中
世
後
期
研
究
会
編『
室
町
・
戦
国
期
研
究

を
読
み
な
お
す
』思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）を
参
照
。

（
2
） 

伊
藤
喜
良「
伝
奏
と
天
皇
」（
同
著『
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
〇
年
）。

（
3
） 

富
田
正
弘「
嘉
吉
の
変
以
後
の
院
宣
・
綸
旨
」（
小
川
信
編『
中
世
古
文
書
の
世
界
』吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）

（
4
） 

富
田
正
弘「
室
町
殿
と
天
皇
」（
久
留
島
典
子
・
榎
原
雅
治
編『
展
望
日
本
歴
史
一
一　

室
町
の
社
会
』東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
八

九
年
）。

（
5
） 

瀬
戸
薫「
室
町
期
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』五
四
三
、
一
九
九
三
年
）。

（
6
） 

家
永
遵
嗣「
室
町
幕
府
と「
武
家
伝
奏
」・
禁
裏
小
番
」（
朝
幕
研
究
会
編『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
大
会
成
果
報
告
集
』五
、
二
〇
一
三
年
）。

（
7
） 

上
嶋
康
裕「「
敷
奏
」に
関
す
る
一
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』八
一
、
二
〇
一
六
年
）。

（
8
） 

高
田
星
司「
室
町
殿
の
側
近
公
家
衆
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』九
五
‐
九
、
一
九
九
四
年
）。

（
9
） 

瀧
澤
逸
也「
室
町
・
戦
国
期
の
武
家
昵
近
公
家
衆
」（『
国
史
学
』一
六
二
、
一
九
九
七
年
）。

（
10
） 

拙
稿「
嘉
吉
の
乱
後
の
政
局
と
足
利
義
勝
の
継
嗣
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』四
八
、
二
〇
二
三
年
）。
な
お
、
本
論
で
い
う「
前
稿
」と
は
こ
の
論
文

を
指
す
。

（
11
） 

川
合
康「
後
白
河
院
と
朝
廷
」（
同
著『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）。

（
12
） 

高
橋
典
幸「
鎌
倉
幕
府
と
朝
幕
関
係
」（『
日
本
史
研
究
』六
九
五
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
13
） 『
建
内
記
』嘉
吉
元
年
十
月
十
日
条
。
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（
14
） 『
建
内
記
』嘉
吉
元
年
十
月
十
二
日
条
。

（
15
） 

桜
井
英
治『
日
本
の
歴
史
12　

室
町
人
の
精
神
』（
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
二
〇
〇
九
年
、
原
版
は
二
〇
〇
一
年
）二
六
四
頁
。

（
16
） 

前
掲
注（
14
）史
料
。

（
17
） 「
一
人
」（
い
ち
じ
ん
）と
は
、「
特
に
、
天
下
で
並
ぶ
も
の
の
な
い
た
だ
ひ
と
り
の
人
の
意
で
、
天
皇
、
天
子
を
い
う
」（「
い
ち
じ
ん
」室
町
時
代
語

辞
典
編
集
委
員
会
編『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』（
室
町
時
代
編
一
）三
省
堂
、
一
九
八
五
年
、
四
二
〇
頁
）。
な
お
、「
一
人
」を「
い
ち
ひ
と
」と
読
む

と
太
政
大
臣
を
指
し
、「
い
ち
に
ん
」と
す
る
場
合
は
右
大
臣
を
指
す（「
い
ち
に
ん
」同
上
、
四
二
八
頁
）。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』の「
い
ち
に
ん
」

の
項
で
は
、『
職
原
抄
秘
注
』の
記
述
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と「
一
人
ト
濁
ハ
天
子
ナ
リ
、
人
清
ハ
平
人
也
」と
あ
っ
て
、
天
子
を

「
イ
チ
ジ
ン
」、
右
大
臣
を「
イ
チ
ニ
ン
」と
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
、「
い
ち
じ
ん
」は
意
義
用
法
が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
区
別
は
史
料

の
文
脈
で
判
断
す
る
し
か
な
い
が
、
将
軍
・
室
町
殿
を「
一
人
」と
称
し
た
用
例
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
ず
、『
建
内
記
』嘉
吉
元
年
十
月
十

二
日
条
の「
一
人
」は
あ
く
ま
で
天
皇
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。

（
18
） 

新
田
一
郎「
日
本
中
世
の
国
制
と
天
皇
」（『
思
想
』八
二
九
、
一
九
九
三
年
）。

（
19
） 

川
合
康「
武
家
の
天
皇
観
」（
前
掲
注〈
11
〉川
合
著
書
、
初
出
一
九
九
五
年
）。

（
20
） 

前
掲
注（
18
）新
田
論
文
、
七
一
頁
。

（
21
） 

前
掲
注（
19
）川
合
論
文
、
二
六
九
頁
。

（
22
） 

前
掲
注（
14
）史
料
。

（
23
） 

前
掲
注（
9
）瀧
澤
論
文
。

（
24
） 『
建
内
記
』嘉
吉
元
年
十
月
二
十
一
日
条
。

（
25
） 

前
掲
注（
24
）史
料
。

（
26
） 

林
遼「
室
町
幕
府
の
興
福
寺
統
制
と
南
都
伝
奏
」（『
日
本
史
研
究
』七
一
六
、
二
〇
二
二
年
）。

（
27
） 

左
大
史
時
繁
の
訴
え
を
う
け
た
持
之
は
、
中
山
定
親
を
つ
う
じ
て
天
皇
に
奏
聞
し
た
。
そ
の
さ
い
、
幕
府
奉
行
人
を
も
っ
て
こ
の
件
の
審
理
に
あ

た
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
う
け
て
万
里
小
路
時
房
は
、「
沙
汰
之
次
第
不
二
甘
心
一
事
也
、
官
職
事
、
於
二　

公
家
一
殊
可
レ
被
レ
経
二
御
沙

汰
一
事
也
」と
批
判
し
て
い
る（『
建
内
記
』嘉
吉
元
年
十
月
十
二
日
条
）。
本
論
で
み
る
官
務
の
相
論
で
は
こ
の
逆
で
あ
っ
て
、
幕
府
の
呼
び
か
け
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を
き
っ
か
け
と
し
て
公
家
側
で
話
し
合
い
が
も
た
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
時
房
の
批
判
は
汲
み
取
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

（
28
） 

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
細
川
勝
元
は
い
ま
だ
若
年
で
あ
り
、
一
門
の
細
川
持
賢
の
補
佐
を
う
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
三
卿
に
議
論
さ
せ

る
と
い
う
判
断
は
、
持
賢
の
判
断
に
よ
る
可
能
性
も
あ
る
。
細
川
持
賢
の
政
治
的
位
置
を
め
ぐ
っ
て
は
、
川
口
成
人「
細
川
持
賢
と
室
町
幕
府
」

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』二
六
六
、
二
〇
一
八
年
）を
参
照
。

（
29
） 『
師
郷
記
』文
安
二
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

（
30
） 『
建
内
記
』文
安
四
年
九
月
十
二
日
条
。

（
31
） 『
建
内
記
』文
安
四
年
七
月
十
六
日
条
。

（
32
） 

前
掲
注（
4
）富
田
論
文
、
四
三
頁
。

（
33
） 『
薩
戒
記
』嘉
吉
三
年
六
月
九
日
条
。

（
34
） 『
薩
戒
記
』嘉
吉
三
年
六
月
十
四
日
条
。

（
35
） 

た
と
え
ば
、
伝
奏
の
役
割
を
概
説
し
た
水
野
智
之
氏
は
、「
後
小
松
上
皇
が
独
自
に
院
宣
を
発
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
義
持
と
調
整
す
る
必
要
性

が
高
ま
り
、
伝
奏
が
そ
の
調
整
の
仲
介
役
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
し
、
伝
奏
が
公
武
間
の
調
整
役
を
担
っ
た
そ
の
歴
史
的
背
景
を
紹
介
し

て
い
る（
水
野
智
之「
動
乱
期
の
公
武
関
係
を
支
え
た
公
家
た
ち
」日
本
史
史
料
研
究
会
監
修
・
神
田
裕
理
編『
伝
奏
と
呼
ば
れ
た
人
々
』〈
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
〉一
〇
三
頁
）。

（
36
） 

前
掲
注（
5
）瀬
戸
論
文
。

（
37
） 

こ
の
時
期
に
お
け
る
八
代
将
軍
足
利
義
成（
義
政
）の
居
所
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
10
）拙
稿
、
木
下
昌
規「
足
利
義
政
と「
室
町
」・
将
軍
御
所
」

（『
歴
史
研
究
』七
二
一
、
二
〇
二
四
年
）を
参
照
。

（
38
） 『
建
内
記
』文
安
四
年
七
月
十
六
日
条
。

（
39
） 

前
掲
注（
38
）史
料
。

（
40
） 『
建
内
記
』嘉
吉
三
年
七
月
九
日
条
。

（
41
） 『
建
内
記
』文
安
元
年
二
月
十
二
日
条
。

（
42
） 「
女
房
奉
書
」（『
建
内
記
』文
安
四
年
十
一
月
二
日
条
所
収
）。
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（
43
） （
文
安
四
年
）十
月
二
十
九
日「
中
山
定
親
宛
関
白
一
条
兼
良
御
教
書
写
」（『
建
内
記
』文
安
四
年
十
一
月
二
日
条
所
収
）。

（
44
） 『
建
内
記
』文
安
四
年
十
一
月
十
四
日
条
。

（
45
） （
文
安
四
年
）十
一
月
十
四
日「
綸
旨
案
」（『
建
内
記
』文
安
四
年
十
一
月
十
四
日
条
所
収
）。

（
46
） 

高
橋
修「
日
野（
裏
松
）重
子
に
関
す
る
一
考
察
」（『
国
史
学
』一
三
七
、
一
九
八
九
年
）。

（
47
） 
た
と
え
ば
吉
田
賢
司
氏
は
、
従
来
の
重
子
に
よ
る「
寵
嬖
政
治
」論
を
批
判
し
つ
つ
も
、
重
子
が
室
町
殿
権
力
を
代
行
し
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と

自
体
は
認
め
て
い
る
。（
吉
田
賢
司「
足
利
義
政
期
の
軍
事
決
裁
制
度
」〈
同
著『
室
町
幕
府
軍
制
の
構
造
と
展
開
』吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
初

出
二
〇
〇
六
年
〉）二
九
九
頁
。

（
48
） 

木
下
昌
規「
足
利
将
軍
家
に
お
け
る
足
利
義
教
御
台
所
正
親
町
三
条
尹
子
」（
伴
瀬
明
美
ほ
か
編『
東
ア
ジ
ア
の
後
宮
』勉
誠
社
、
二
〇
二
三
年
）。

（
49
） 『
建
内
記
』文
安
元
年
二
月
十
二
日
条
。

 

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

Political Management and the Court and Samurai Government in the 
Kakitsu and Bunan Periods (1441-1449)

Wataru Kurumaya

�e purpose of this paper is to clarify how government a�airs were man-
aged and how the national will was determined during the Kakitsu and Bunan 
periods (1441-1449), focusing on the actual state of negotiations between court 
nobles and warrior clans.

A�er the Kakitsu Rebellion, negotiation channels between the court and the 
shogunate were reexamined. In the area of personnel a�airs, there was a move-
ment to bring together the opinions of court and others who were close to the 
Muromachi-dono, centering on the tenso, and then to reach a consensus on the 
will of the court. Negotiations between the court and the shogunate were fraught 
with problems. For one thing, the emperor sometimes delayed his decision 
when he was dissatis�ed with the intentions expressed by the shogunate. In such 
cases, it was important for the tenso to demonstrate his ability to coordinate 
and obtain the Emperor’s decision. Another problem was that there were cases 
in which applications by the shogunate did not reach the emperor. �e distance 
to the emperor was too great in the decision-making process between the court 
and the shogunate, and under these circumstances, there was a possibility that 
the emperor would make a decision that di�ered from the wishes of the warrior 
class by making a secret representation to the Emperor.

Using this make a secret representation to the Emperor route, Hino Shige-
ko, the Shogun’s birth mother, intervened in political a�airs. In Shigeko’s case, 
the problem was that she did not understand the details of the application, and 
the fact that the wives who served her intervened without her permission was 
problematic. �is situation was attractive to those who asked Shigeko to inter-
vene in political a�airs, and as a result, Shigeko’s intervention in political a�airs 
became enormous and came into con�ict with the politics of the shogunate. �e 
fact that even the Kanpaku needed Shigeko’s political intervention shows the di-
versity of negotiation channels between the court and the shogunate.
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